
 

 
  

 17年県内キャラバン行動、 
     今すぐ最低時給 1500 円！ 

 今すぐ 同一労働・同一賃金！ 
 5 月 20 日（土）午前 9 時 45 分、ＪＲ柏駅前（東口）

に集合。朝から強い日差しの中での宣伝行動がはじま

った。なのはなユニオンの鴨委員長のあいさつと各参

加団体のあいさつの後、「今すぐ最低時給 1500 円！今

すぐ同一労働・同一  賃金」と柏駅に通行する多々

方にテッシュに挟んだチラシを配布した。 

 

    キャラバン行動（予定） 
 ＪＲ柏駅・東口１０：００⇒ＪＲ松戸駅・東口 11:00

⇒ＪＲ市川駅・北口１２：３０⇒ＪＲ津田沼駅・北口

１４：３０⇒ＪＲ稲毛駅・東口１５：３０⇒ＪＲ千葉

駅・フクロウ交番前⇒ＪＲ五井駅・西口１７：１５ 

 

参加団体 
・なのはなユニオン、ユニオン市原、Ｉ女性会議千葉、

反失業共闘会議、市原地区労、千葉スクムユニオン、

東葛ふれあいユニオン、松戸労組会議、習志野地区労、

木更津地区労、郵政産業労働者ユニオン、Ｎ関労千葉

支部、国労千葉地本、闘争団（ＪＡＬ共闘） 

 

   今すぐ最低時給 1500 円！ 
 自分が働いた賃金で生活できないなんて、おかしい

と思いませんか、国民は誰でも文化的生活する権利が

あると、憲法 25 条はうたっています。先進国と比較し、

日本の最低賃金は「みすばらしい」と言われています。

日本と並んで「最賃の低い国」アメリカは「時給 15 ド

ル（約 1600 円）」の実現を求める運動が各地でおきて

います。 

私たちも、声をあげましょう！ 

 

     同一労働・同一賃金の実現！ 
 「非正規」も同じ労働者なのに賃金や労働条件が違

います。正社員と仕事は同じ、責任や成果もほとんど

同じ、責任や成果もほとんど同じなのに、賃金は半分

以下。正社員には夏休みや慶弔休暇があるのに、「非正

規」にはない。仕事と責任が同じなら賃金・労働条件

も同じ「同一労働・同一賃金」が世界の常識です。 

 安倍政権は「企業が世界一で一番活躍できる国」を

めざし、労働者派遣法改悪と労働時間規制の改悪（残

業代ゼロ）、金銭解雇ルール作りを押し進める一方で

「一億総活躍社会」と言います。 

 労働者が活躍できる社会の実現をめざすなら、今や

ることは「誰でもどこでも最低時給 1500 円」と世界の

常識である「同一労働同一賃金」の実現です。 

 

「労働契約法 20 条」を活用し、均等待遇！ 

――契約期間の有無による格差を原則禁止―― 

正社員にあるのに、有期雇用にはないものありません

か？ 

それは違法かもしれません！ 

★正社員にだけ交通費、住居手当が支給される。⇒× 

★正社員にだけ慶弔休暇がある⇒× 

★正社員にだけ仕事に必要な研修・訓練がある⇒× 

★正社員にだけ食堂を利用できる⇒× 

★正社員だけ仕事に必要なマスクや手袋、安全靴など

が支給される⇒× 

★正社員にだけ一律に賞与（ボーナス）が支給される

⇒△ 

★正社員と比べて賃金が半分⇒△ 

 ※ △＝違法かも 

   ×＝違法 

 

「今すぐ最低時給 1500 円！今すぐ同一労働同一賃金」 

 ５・１４ちばキャラバン実行委員会 


